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ムは、専門医育成の教育レベルを保持しつつ、地域医療への配慮が十分になされ

たものになるように、一次審査を実施することになっています。機構においては

この点を十分に理解した上で、各研修施設群から提出された研修プログラムの

二次審査を実施するに当たっては、地域医療への支援とともに、専門医育成のた

めの教育レベル保持に十分な配慮をされることを要望いたします。 

 

２．専門医育成のための研修プログラムの運用については、その環境整備に努

めるよう求めます。 

地域枠などで入学した医学生が卒業後、円滑に専門医研修を受けられるよう

に、機構は都道府県、関係団体、諸機関に対して環境整備の働き掛けを行うよう

に要望いたします。 

    

３．専門医機構の情報を丁寧に遅滞なく、関係者、関係諸団体に発信するよう努

めることを求めます。 

専門医制度の運用に際して必要な規則、情報などを、基本領域学会、研修施設、

関係諸団体、専門医取得を目指す医師などに丁寧に遅滞なく伝達して、新専門医

制度が順調に運用されるよう要望いたします。 

 

 

以上 


